
 
審 議 事 項 の あ ら ま し 

 

１ 愛知県地域防災計画の修正(案)について 

 [主な修正事項] 

 (1) 愛知県の取組に係る修正事項 

  ① 被災者生活再建支援に係る独自制度の創設 

② ボランティア団体等との連携のとれた支援活動の展開 

③ 建設業団体の指定地方公共機関への指定 

 (2) 水防法及び土砂災害防止法の改正等に伴う修正 

  ① 予想される水災の危険性の周知 

  ② 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施 

  ③ 避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設の管理者に対する指示 

  ④ 水防活動を行う民間事業者による緊急通行等 

 (3) 国の防災基本計画の修正やその他の法令の改正等に伴う修正事項 

  ① 避難勧告等に関するガイドラインの改正に伴う記載の整理 

  ② 港湾法の一部改正に伴う国土交通省への支援要請に係る記載の追加 

 

２ 平成３０年度愛知県水防計画(案)について 

 [主な変更点] 

(1) 重要水防箇所の変更 

 改修工事の進捗にあわせて重要水防箇所から削除された区間、現地調査等により

新たに重要水防箇所として追加された区間について変更した。 

(2) 平成 29年 6月 19日施行の水防法改正に伴う変更 

  ① 大規模氾濫減災協議会制度の創設 

  ② 浸水実績等を活用した水害リスクの周知 

  ③ 要配慮者利用施設の避難確保計画作成等の義務化 

  ④ 民間を活用した水防活動の円滑化 

  ⑤ 浸水拡大を抑制する施設等の保全 

 

３ 平成３０年度県民総ぐるみ防災訓練実施要綱（案）について 

 (1) 目的 

国、県、市町村、防災関係機関、学校、病院、社会福祉施設、民間企業、自主防

災組織、ボランティア団体、一般住民等が総ぐるみで、その発生が懸念される南海

トラフ地震をはじめとする大規模地震を想定し、総合的かつ実践的な防災訓練を実

施することにより、訓練参加機関等の地震災害時における相互協力体制の確立、民

間防災体制の強化及び県民の防災意識の高揚を図る。 

 

 



 (2) 訓練実施日 

平成３０年８月３０日（木）から平成３０年９月５日（水）までの「防災週間」

及び１１月５日（月）の「津波防災の日」を中心とした期間で、実施主体において

有効かつ適切と判断できる日 


